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(57)【要約】
【課題】複合ファンブレード又は他の軽量ファンブレー
ドで使用するのに特に適したガスタービンエンジン用の
捕捉アッセンブリを提供する。
【解決手段】　ガスタービンエンジン用ファンケーシン
グが、ファンブレードの半径方向外方に設けられたファ
ントラック有する。ファントラックは、ブレードが外れ
た場合、周知の構成におけるようにブレードが捕捉シス
テムを通過するのでなく、ブレードをファントラックで
破壊し、曲げるのに十分な強度及び剛性を備えている。
随意であるが、ブレードの前縁部分がファントラックを
貫通し、ファンケーシング内に捕捉されるように、ファ
ントラックに弱め領域を設けてもよい。これは、前縁領
域の剛性及び圧縮強度がブレードの残りの領域における
よりもかなり高いファンブレード、例えば金属製中空フ
ァンブレード又は金属製前縁キャップを持つ複合ファン
ブレードに特に適している。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービンエンジン用ファンケーシングであって、
　前記エンジンは、使用時に前記エンジンの軸線を中心として回転する複数のファンブレ
ードを備え、
　前記ケーシングは、前記ファンブレードの半径方向外方に環状構造を含み、この環状構
造は、前記ファンブレードの上流及び下流の両方で軸線方向に延び、使用時にファンブレ
ードがほぼ半径方向外方に外れて前記ケーシングに当たり可能性があり、
　前記ケーシングは、使用時に前記ファンブレードの半径方向外方にあるファントラック
を備えた、ファンケーシングにおいて、
　外れたブレードのほぼ全てが、前記ファントラックによって偏向させられる、ことを特
徴とするファンケーシング。
【請求項２】
　請求項１に記載のファンケーシングにおいて、
　前記ファントラックは、弱くした領域を含み、使用時に、外れたファンブレードの部分
が前記弱くした領域に入り込んで通過し、外れたファンブレードの残りの部分が前記ファ
ントラックによって偏向させられる、ファンケーシング。
【請求項３】
　請求項２に記載のファンケーシングにおいて、
　前記弱くした領域は、前記ファンブレードの前記前縁領域だけに亘って延びる、ファン
ケーシング。
【請求項４】
　請求項２に記載のファンケーシングにおいて、
　前記弱くした領域は、音響ライナを備えている、ファンケーシング。
【請求項５】
　請求項１に記載のファンケーシングにおいて、
　前記ケーシングの半径方向内面は、研磨性層を備えている、ファンケーシング。
【請求項６】
　請求項５に記載のファンケーシングにおいて、
　前記研磨性層は、前記ファントラックの軸線方向全長に亘って延びる、ファンケーシン
グ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガスタービンエンジンに関し、更に詳細には、このようなエンジンのファンケ
ーシングの閉じこめ構造すなわち捕捉構造（containment arrangement）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ガスタービンエンジンのファンブレードは、ファンケーシング内に設けられたフ
ァントラックとして公知の環状の研磨性材料層内で回転する。作動では、ファンブレード
は、この研磨性層内に切り込んで経路を形成し、これによって、ブレード先端周囲の漏れ
を最少にしている。
【０００３】
　ファンケーシングには、ファンブレードが何らかの理由により破損した場合、外れたブ
レードやデブリ（破片）を捕捉するように設計された捕捉システムが、ファントラックの
ほぼ半径方向外方に設けられている。発生したデブリ（破片）のエネルギを吸収するため
、ファンケーシングの強度及びコンプライアンスを正確に計算しなければならない。従っ
て、ブレードが外れる事態において、ファントラックがブレードの軌跡（飛翔経路）を遮
ってはならないということが重要である。従って、外れたブレードやブレードの破片が、
本質的に妨げられずに、ファントラックを通って捕捉システムに到達できるように、ファ
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ントラックは比較的弱くなければならない。
【０００４】
　ファントラックの後方には、従来、環状氷衝突パネルが設けられていた。これは、代表
的には、ガラス強化プラスチック（ＧＰＲ）成型体又は何らかの他の材料で形成されたト
レー又はパネルである。衝突強度を増大するため、ＧＰＲで包囲してもよい。ファンブレ
ード上で形成した氷には、遠心力及び空気流の力の両方が作用し、これらの力の夫々によ
り、氷をブレードからの離脱前に外方及び後方に移動する。
【０００５】
　従来のファンブレードは、氷がブレードの後縁から離脱し、離脱した氷がファントラッ
クの後方の氷衝突パネルに当たるような形状を備えている。氷は、氷衝突パネルを損傷す
ることなく、このパネルによって跳ね返り、又は逸らされる（偏向させられる）。
【０００６】
　スウェプトファンブレードは、中央部の弦長（chord length）が従来のファンブレード
よりも大きい。スウェプトファンブレードは、効率において従来のブレードよりも大きな
利点を提供するため、ガスタービン産業で益々好まれている。スウェプトファンブレード
は、弦長が大きいため、このようなブレード上に形成された氷は、従来のブレードにおけ
るのと同じ後方及び外方への経路を辿るが、後縁に達する前にブレードの半径方向外先端
に達する可能性がある。従って、氷は、ブレードの先端から離脱し、ファントラックに当
たる。
【０００７】
　しかしながら、従来のファントラックは、氷の衝突を許容するのに十分な強度を備えて
おらず、そのため、従来の構成は、スウェプトファンブレードで使用するには適していな
い。ファントラックを強化するだけでは氷の衝突に適応することは不可能である。これは
、ブレードが外れる事態中のブレードの軌跡を遮り、ファンケーシング捕捉システムの作
動を損なってしまうためである。
【０００８】
　ガスタービン産業では、近年、より軽量のファンブレードを開発することもまた奨励さ
れている。こうしたブレードは、代表的には、金属製中空構造又は複合構造のいずれかで
ある。この開発により別の問題点が持ち上がった。ブレードが軽量であるため、従って、
変形に対する抵抗が小さいため、氷の通過に対して抵抗し、しかも、外れたファンブレー
ドの軌跡と干渉しないケーシング構成を考案するのが更に困難である。更に、軽量スウェ
プトブレードは、ファンケーシングとの衝突時に、従来のブレードとは異なる態様で壊れ
る傾向があり、従来のケーシング設計はこれに適合するように設計されていない。
【０００９】
　概括的に述べると、ガスタービン産業における開発は、一方では、スウェプトファンブ
レードに向かっており、他方では、より軽量のファンブレードに向かっており、これによ
り、こうした構成で必要とされる三つの機能、即ち研磨性（研磨可能な）ファントラック
、離脱した氷に対する抵抗、及びブレード又はブレードの破片の捕捉（すなわち、閉じこ
め）、を提供するファンケーシング及び捕捉（すなわち、閉じこめ）構造の設計が益々困
難になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、本発明の目的は、上文中に説明した問題点を実質的に解決する、複合ファンブ
レード又は他の軽量ファンブレードで使用するのに特に適したガスタービンエンジン用の
閉じこめ（すなわち、捕捉）アッセンブリを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　次に、本発明の実施例を添付図面を参照して例として説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】図１は、公知の種類のガスタービンエンジンの半分の概略断面図である。
【図２】図２（ａ）は、従来のファンブレードの概略側面図であり、図２（ｂ）は、スウ
ェプトファンブレードの概略側面図である。
【図３】図３は、複合スウェプトファンブレードの概略側面図である。
【図４】図４は、本発明によるファンケーシングの第１実施例の断面図である。
【図５】図５は、本発明によるファンケーシングの第２実施例の断面図である。
【図６】図６は、本発明によるファンケーシングの第３実施例の上流部分の断面図である
。
【図７】図７は、本発明によるファンケーシングの第４の変形例の上流部分の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　先ず最初に図１を参照すると、ガスタービンエンジン１０は、軸線方向で、インテーク
１１、ファン１２、中圧コンプレッサ１３、高圧コンプレッサ１４、燃焼器１５、高圧タ
ービン１６、中圧タービン１７、及び低圧タービン１８の夫々、及び排気ノズル１９を備
えている。
【００１４】
　空気は、インテーク１１を通ってエンジンに入り、ファン１２によって加速され、二つ
の空気流を発生する。外側の空気流は、エンジン１０からファンダクト（図示せず）を通
って排出され、推進力を提供する。内側の空気流は、中圧コンプレッサ１３に差し向けら
れ、ここで圧縮され、次いで高圧コンプレッサ１４に差し向けられ、ここで更に圧縮され
る。
【００１５】
　次いで、圧縮空気を燃焼器１５で燃料と混合し、混合物を燃焼する。結果的に発生した
燃焼生成物は、次いで、排気ノズル１９を通って排気される前に、高圧タービン１６、中
圧タービン１７、及び低圧タービン１８の夫々を通って膨張し、追加の推進力を提供する
。高圧タービン１６、中圧タービン１７、及び低圧タービン１８は、高圧コンプレッサ１
４、中圧コンプレッサ１３、及びファン１２の夫々を同心の駆動シャフト２０、２１、２
２を介して駆動する。
【００１６】
　ファン１２は、ファンディスク２４に取り付けられ周方向に配列されたファンブレード
２３を備えている。ファン１２は、ファンケーシング２５によって取り囲まれている。こ
のファンケーシング２５は（図示していない別の構造とともに）ファンダクトを形成する
。使用の際、ファンブレード２３は、Ｘ－Ｘ軸線を中心として回転する。
【００１７】
　図２（ａ）は、従来のファンブレード１２３を示す。矢印Ａは、氷片がブレード１２３
の表面を横切って辿る概念的経路（想像的な経路）を示す。氷は、ブレード１２３の後縁
１２６から放出され、従って、ファントラックの後方の氷衝突パネルに当たる。ブレード
が外れる事態（blade-off event）では、ファンブレード１２３の一部又は全体がいきな
り外れる。外れたブレードの軌跡には、ガスの負荷による影響がほとんど及ぼされず、そ
のため本質的に半径方向外方に破線矢印Ｂによって示すように移動し、ファントラックに
当たる。
【００１８】
　図２（ｂ）は、スウェプトファンブレード２２３を示す。矢印Ａは、氷片がブレード２
２３の表面を横切って辿る概念的経路（想像的な経路）を示す。この経路は、図２（ａ）
で従来のファンブレード１２３の表面を横切って辿る経路と本質的に同じである。同様に
、外れたファンブレード又はブレード破片の軌跡Ｂは、図２（ａ）の軌跡Ｂと本質的に同
じである。しかしながら、図２（ｂ）では、スウェプトブレード２２３の弦寸法が比較的
大きいため、氷は、後縁２２６のところでなく、ブレードの先端２２８のところで放出さ
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れるということがわかる。上文中に説明した従来のファンケーシング構成では、この氷は
、この場合、氷衝突パネルでなくファントラックに当たる。問題は、氷の衝突エネルギが
、外れたブレード又はブレードの破片の局所的衝突エネルギよりも大きいということであ
る。従来のファンケーシング構成は、従って、外れたファンブレード又はブレードの破片
を本質的に妨げることなく捕捉システムまで通すことができるが、しかも、衝突エネルギ
が比較的高い外れた氷の方向を変えるという相反する（又は矛盾した）特性を備えていな
ければならない。
【００１９】
　図３では、複合スウェプトファンブレード３２３は、エーロフォイル部分３２と、ルー
ト（根本）部分３４とを備えている。エーロフォイル部分３２は、複合材料製の本体３６
と、金属製の前縁キャップ３８とを備えている。前縁キャップ３８は、使用中、異物によ
る損傷と腐蝕とから、本体３６を保護する。前縁キャップ３８が設けられていないと、複
合材料は、異物による損傷や腐蝕により、外れたり剥離したりしてしまう。
【００２０】
　図４は、本発明によるファンケーシングの第１実施例の断面を示す。ファンケーシング
６２５は、ガスタービンエンジンの周囲に亘って延びる。使用の際、エンジンのファンブ
レード６２３が、ファンケーシング６２５内で回転する。ファンブレード６２３は、図３
に示す種類の複合スウェプトファンブレードである。
【００２１】
　ファンケーシング６２５は、鍛造により形成された二つの環状の部分、即ち、上流（前
方）鍛造部６６２と、下流（後方）鍛造部６６４とを備えている。これらの上流鍛造部と
下流鍛造部６６２、６６４は、フランジが設けられており、これらのフランジによりガス
タービンエンジンの他の構造（図示せず）に取り付けられている。上流鍛造部６６２の前
端には、環状のファンケースフック６４３が設けられている。この環状ファンケースフッ
クの目的を以下に説明する。
【００２２】
　上流鍛造部６６２と後方鍛造部６６４との間に、環状の外ケーシング６６６が設けられ
ている。この外ケーシング６６６は、上流鍛造部６６２及び下流鍛造部６６４の夫々に溶
接線６６８及び６７０に沿って溶接されている。外ケーシング６６６の半径方向内方には
、環状の隔壁支持構造６７２が設けられている。この実施例では、隔壁支持構造６７２は
、機械加工によって形成したハニカム材料層を含む。別の態様では、金属層又はポリマー
フォーム層、又は構造的な充填層を含んでいてもよい。このような材料は周知であり、本
明細書中、これ以上詳細には説明しない。隔壁支持構造６７２は、上流鍛造部６６２と下
流鍛造部６６４との間を軸線方向に延びる。隔壁支持構造６７２は、接着剤又は機械的フ
ァスナによって外ケーシング６６６に取り付けられている。
【００２３】
　隔壁支持構造６７２の半径方向内面に、隔壁６７４が接着剤で取り付けられている。隔
壁６７４は、前方に延びてファンケースフック６４３に当接している。隔壁６７４は、こ
れに衝突したブレードが壊れるように比較的剛性であり且つ強く構成されている。隔壁は
、ファンブレード６２３の先端の半径方向外方にファントラックを形成している。
【００２４】
　隔壁６７４の半径方向内面は、研磨性コーティング６７８によって覆われている。使用
の際、ファンブレード６２３の先端は、研磨性層６７８内に切り込んで経路を形成し、こ
れによりブレード先端周囲の漏れを最少にする。
【００２５】
　隔壁支持構造６７２には、更に、隔壁６７４の後方に音響ライナ６８０が設けられてい
る。このようなライナは周知であり、使用時にファンブレード６２３が発生する騒音エネ
ルギを吸収する。このような音響ライナを接着剤によって、又は機械的ファスナによって
取り付けることが周知である。
【００２６】
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　ファンブレード６２３が作動中に外れた場合、ブレード６２３が研磨性コーティング６
７８及び隔壁６７４に衝突する。
　外れたファンブレード６２３が研磨性コーティング６７８及び隔壁６７４と接触したと
き、複合材料の強度を越える大きな圧縮負荷が（ブレードの長さ方向に）発生する。
【００２７】
　従って、ファンブレード６２３の本体６３６は、衝突時に壊れて比較的小さな破片にな
り、これらの破片は、隔壁６７４によって、この隔壁を損傷することなく、方向が変えら
れ、空気流によって運び去られる。研磨性コーティング６７８だけが隔壁を覆っているフ
ァンケーシング６２５のこの部分の構造により、ファンブレード本体６３６の破壊が更に
促される。
【００２８】
　これとは対照的に、前縁キャップ６３８は比較的強く、衝突時に容易には壊れない。前
縁キャップもまた隔壁６７４に捕捉されるが、壊れない（又は、少なくとも、ブレード６
２３の残りと同程度まで壊れることはない）。前縁キャップ６３８は、フック６４３の半
径方向内面に当たって前方に偏向される（曲がる）かもしれない。前縁キャップ６３８は
、従って、ファンケーシング６２５内に捕捉される。
【００２９】
　図５は、本発明によるファンケーシングの第２実施例の断面を示す。幾つかの特徴が図
４に示すものと同じであり、同じ参照番号が付してある。ファンケーシング６２５は、ガ
スタービンエンジンの周囲に亘って延びる。使用の際、エンジンのファンブレード６２３
が、ファンケーシング６２５内で回転する。ファンブレード６２３は、図３に示す種類の
複合スウェプトファンブレードである。
【００３０】
　ファンケーシング６２５は、二つの環状の鍛造部、即ち、上流（前方）鍛造部６６２と
、下流（後方）鍛造部６６４とを備えている。これらの鍛造部６６２、６６４は、フラン
ジが設けられており、これらのフランジによりガスタービンエンジンの他の構造（図示せ
ず）に取り付けられる。上流鍛造部６６２の前端には、環状のファンケースフック６４３
が設けられている。この環状ファンケースフックの目的を以下に説明する。
【００３１】
　上流鍛造部６６２と後方鍛造部６６４との間に、環状の外ケーシング６６６が設けられ
ている。この外ケーシング６６６は、上流鍛造部６６２及び下流鍛造部６６４の夫々に溶
接線６６８及び６７０に沿って溶接されている。外ケーシング６６６の半径方向内方には
、環状の隔壁支持構造６７２が設けられている。この実施例では、隔壁支持構造６７２は
、機械加工によって形成したハニカム材料層を含む。別の態様では、金属層又はポリマー
フォーム層、又は構造的充填層を含んでいてもよい。このような材料は周知であり、本明
細書中、これ以上詳細には説明しない。隔壁支持構造６７２は、上流鍛造部６６２と下流
鍛造部６６４との間を軸線方向に延びている。隔壁支持構造６７２は、接着剤によって、
又は機械的ファスナによって、外ケーシング６６６に取り付けられている。
【００３２】
　隔壁支持構造６７２の半径方向内面に、隔壁６７４が接着剤で取り付けられている。隔
壁６７４は、前方に延びてファンケースフック６４３に当接している。図４の実施例にお
けるのと同様に、隔壁６７４は、これに衝突したブレードが壊れるように比較的剛性であ
り且つ強く構成されている。しかしながら、図４の実施例とは対照的に、この実施例では
、上流（前方）部分６７６は、隔壁６７４の残りよりも弱いように構成されている。隔壁
６７４の比較的弱い前方部分６７６は、離脱した氷がケーシングに衝突する領域の上流に
あり、そのため、この領域が比較的弱いことは問題でない。隔壁は、ファンブレード６２
３の先端の半径方向外方にファントラックを形成する。
【００３３】
　隔壁支持構造６７２の上流（前方）部分（即ち、破線で示す、隔壁６７４の上流（前方
）部分６７６の半径方向外側）もまた、隔壁支持構造６７２の残りの部分よりも弱いよう
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に構成されている。
【００３４】
　図４の実施例と同様に、隔壁６７４の半径方向内面は、研磨性コーティング６７８によ
って覆われている。
　ファンブレード６２３が作動中に外れた場合、ブレード６２３は研磨性コーティング６
７８及び隔壁６７４に衝突する。
【００３５】
　外れたファンブレード６２３が研磨性コーティング６７８及び隔壁６７４と接触したと
き、複合材料の強度を越える大きな圧縮負荷が（ブレードの長さ方向に）発生する。圧縮
力に良好に耐えることができる比較的剛性の前縁キャップは、例外であり、比較的長期に
亘って残り、従って、捕捉（閉じこめ）ケーシングに多くの脅威を与える。
【００３６】
　そのため、ファンブレード６２３の本体６３６は、衝突時に壊れて比較的小さな破片に
なり、これらの破片は、隔壁６７４によって、この隔壁を損傷することなく、偏向され（
すなわち、方向が変えられ）、空気流によって運び去られる。研磨性コーティング６７８
だけが隔壁を覆っているファンケーシング６２５のこの部分の構造により、ファンブレー
ド本体６３６の破壊や粉砕が更に促される。
【００３７】
　これとは対照的に、前縁キャップ６３８は比較的強く、衝突時に容易には壊れない。前
縁キャップ６３８は、隔壁６７４の比較的弱い前方部分６７６を通って進み（この際にエ
ネルギを放散し）、隔壁支持構造６７２の比較的弱い前方部分内に進み（食い込み）、フ
ァンケーシング６２５に当たり、前方に偏向され（曲がり）、ファンケースフック６４３
と係合する。従って、前縁キャップ６３８は、ファンケーシング６２５内に捕捉される。
【００３８】
　別の実施例では、ファンブレード６２３は、公知の種類の金属製の中空スウェプトブレ
ードであってもよい。この種のブレードでは、ブレードの中空中央領域は、ブレードの前
縁、後縁、及び先端周りで、周囲中実領域によって包囲されている。これは、場合によっ
ては、「額縁」とも呼ばれる。衝突及び異物による損傷に対して適切な保護を提供するた
め、この中実領域は、ブレードの前縁のところが最も厚くなっている。ブレードのこの中
実の前縁領域は、使用時に、図５に示す複合ブレードの前縁キャップ６３８と同様の挙動
を示すということは理解されよう。これは、中実の前縁領域が（前縁キャップ６３８と同
様に）比較的剛性であり、圧縮強度がブレードの中空中央領域よりも大きいためである。
従って、本発明によるファンケーシング６２５との衝突時のこのようなブレードの挙動は
、上文中に説明した複合ブレード６２３の挙動と同様であり、ブレードの中空中央領域が
比較的容易に壊れるのに対し、中実の前縁領域は隔壁６７４の比較的弱い前方部分６７６
を通って進み、ケーシング６２５に当たって前方に偏向し（すなわち曲がり）、ファンケ
ースフック６４３と係合する。このようにして、中実の前縁領域はファンケーシング６２
５内に捕捉される。
【００３９】
　従って、本発明は、前縁の挙動が、複合ブレード及び金属製中空ブレードの両方の場合
について特に要求を満たすという点で、複合ブレード及び金属製中空ブレードに等しく適
している。
【００４０】
　従来のファンケーシングとは異なり、本発明の隔壁支持構造は、ファンケーシングの強
度及び剛性に大きく寄与するように設計されている。ケーシングの他の部分は、従って、
従来の構成におけるよりも簡単であり且つ軽量に形成できる。比較的剛性であり且つ強度
のある隔壁支持構造は、隔壁と関連して、外れたファンブレードの破壊を促す。図５の実
施例等の実施例では、ブレードの前縁領域は、ファントラックの比較的弱い領域を通って
、隔壁支持構造の比較的弱い領域内に入り込み、その結果、そこに捕捉される。氷を逸ら
さなければならないが、外れたファンブレードが貫通できるという従来のファントラック
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の相反する要求は、これによって、なくなる。
【００４１】
　本発明の第３実施例を図６に示す。多くの特徴が、図５に示す実施例における特徴と対
応しており、適切である場合には、同じ参照番号を使用した。
　この実施例では、上流鍛造部６６２が、図５の実施例におけるよりも幾分大きく後方に
延びている。環状フェンス６９０が、上流鍛造部６６２から半径方向内方に延びている。
ファンブレード６２３が作動中に外れた場合、ファンブレードは、ほぼ前縁キャップ６３
８の後方部分でフェンス６９０に当たる。これにより、第１に、ブレード６２３の本体６
３６からの前縁キャップ６３８の分離を促し、第２に、前縁キャップ６３８を前方に偏向
させて（曲げて）ファンケースフック６４３と係合させる。従って、フェンス６９０を設
けることにより、上文中に更に詳細に説明した所望のブレード破壊挙動を促進し、ブレー
ドの本体６３６が壊れて小片になると同時に、前縁キャップ６３８は実質的に無傷のまま
であり、ファンケース６２５によって捕捉される。
【００４２】
　図７は、本発明の第４の変形例を示す。この実施例でも、多くの特徴が、図５に示す実
施例における特徴と対応しており、適切である場合には、同じ参照番号を使用した。
　この実施例では、図５及び図６の比較的弱い前方部分６７６の代わりに、環状音響パネ
ル７９２を使用する。隔壁６７４及び音響パネル７９２が互いにファントラックを形成す
る。これは、従来の方法で隔壁支持構造６７２に取り付けられる。図５の実施例における
のと同様に、隔壁支持構造６７２の前方部分（音響パネル７９２の半径方向外方の部分）
が、隔壁支持構造６７２の残りの部分よりも弱いように構成されていてもよい。作動中に
ファンブレード６２３が外れた場合、ブレードの本体６３６が隔壁６７４に当たる。ブレ
ード破壊機構は図５の実施例で説明したのと全く同じである。前縁キャップ６３８は音響
ライナ７９２に当たる。音響ライナ７９２の機械的特性は、前縁キャップのエネルギを所
望の通りに多かれ少なかれ吸収するように構成されており、そのため、前縁キャップ６３
８は、全体が音響ライナ７９２内に捕捉されてもよいし、音響ライナ７９２を通して前方
及び外方に案内されるだけであってもよく、その後、ファンケーシング６２５内に捕捉さ
れる。
【００４３】
　この実施例の上流鍛造部７６２は、他の実施例の上流鍛造部よりも設計が簡単である。
といのは、他の図に示すファンケースフックが設けられていないからである。
　本発明のこの実施例の利点は、音響パネル７９２がファンブレード６２３の上流部分の
周囲に設けられており、並びに音響パネル６８０がファンブレード６２３の後方に設けら
れているため、使用時のエンジンの騒音レベルが低下するということである。
【００４４】
　本発明の別の利点は、上文中に説明した全ての実施例において、ファンケーシング６２
５が、全体として軽量であり且つ設計が簡単であるということである。これは、外れたフ
ァンブレード全体を捕捉する必要がなく、前縁キャップ（又は、金属製中空ブレードの場
合には中実の前縁領域）だけを捕捉すればよいためである。詳細には、外ケーシング６６
６を従来の構成におけるよりもかなり薄く形成できる。更に、図７の実施例では、音響ラ
イナ７９２は、外れた前縁キャップ６３８のエネルギの幾分か又は全部を吸収するように
構成でき、そのため、ファンケーシング６２５についての捕捉要件を更に減らすことがで
きる。
【００４５】
　ファンケーシングが簡単であり且つ軽量であるため、その製造に様々な（及び安価な）
製造方法を使用できる。例えば、図４及び図５の実施例では、先ず最初に隔壁支持構造を
発泡体（フォーム）又はハニカムで製造でき、次いで、外ケーシング、隔壁、及び音響ラ
イナをこれに取り付け、その後、研磨性コーティングを付ける。別の実施例では、製造プ
ロセスを外ケーシングから始め、他の構成要素をその中に組み込んでファンケーシングを
形成する。
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　本発明の実施例を複合ファンブレードを参照して概略に説明した。しかしながら、本発
明は、外れたブレードのエネルギが比較的小さく、従って、外れたブレードがファンケー
シングの氷衝突領域を貫通するのが困難な、即ちライナの見掛強度が高い、任意のファン
ブレード設計に等しく適用できるということは理解されよう。
【００４７】
　これは、例えば、中実構造の小型ファンブレードの場合である。
　本発明は、ファンブレードの前縁がブレードのその他の領域よりもかなり剛性であり且
つ強い場合にも利点を提供する。これには、金属製ブレード、発泡体からなるブレード、
又は他の構造材料製のブレードが含まれ、これらブレードでは、前縁の特性が当該ブレー
ドの本体の特性と異なっており、また、バードストライク、雹、及び腐蝕等の脅威に対す
るブレードの保護を高めるために、別体の前縁キャップが設けられる、複合材料（例えば
カーボンファイバ又はガラスファイバ）製のブレードが含まれる。しかし、これらのブレ
ードに限定されるものではない。
【００４８】
　本明細書中に説明した実施例に対し、様々な変更を行うことができるということは理解
されよう。例えば、ファンケースフックは、本発明の任意の実施例に設けられていてもよ
いし、なくてもよい。ファンケースフックが設けられている場合には、ファンケースフッ
クは、ファンケーシングに局所的剛性を追加する傾向がある。
【００４９】
　本発明は、従って、ファンブレードが変形し壊れる態様に合わせて更に正確に調整した
捕捉構造を提供し、その設計は、捕捉する必要があるファンブレードのこれらの部分だけ
を捕捉する機構を提供することによって最適化される。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　ガスタービンエンジン
　１１　インテーク
　１２　ファン
　１３　中圧コンプレッサ
　１４　高圧コンプレッサ
　１５　燃焼器
　１６　高圧タービン
　１７　中圧タービン
　１８　低圧タービン
　１９　排気ノズル
　２０、２１、２２　駆動シャフト
　２３　ファンブレード
　２４　ファンディスク
　２５　ファンケーシング
　２２３　スウェプトファンブレード
　２２６　後縁
　２２８　ブレード先端
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